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令和２年度第２回秦野市建築審査会会議録 

 

 

日  時 令和２年１０月２８日（水） 午前１０時から１１時まで 

場  所 秦野市役所 教育庁舎 大会議室ＡＢ 

出 席 委 員 会 長  加藤 仁美  職務代理 平野 義燿 

委 員  多田 嘉之  委 員  浪貝 洋正 

欠 席 委 員 委 員  関野 高弘 

処 分 庁 

出 席 者 

建築指導課 

課 長  下田 豊明  課長代理 富澤  貴志 

技 幹  山内 健司  技師補  永山 寛希 

事 務 局 

出 席 者 

都市部長 髙橋 正道 

まちづくり計画課 

課 長  小谷 幹夫  課長代理 伊丹 智栄 

主任主事 髙橋 聡子   

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第 １ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事 

(1) 同意案件（３件） 

ア 秦野警察署東海大学駅前交番の新築に伴う建築基準法第４４条第１ 

 項第２号の規定による許可について 

イ 市立大根中学校エレベーター棟の増築に伴う建築基準法第５５条第 

 ３項第２号の規定による許可について 

ウ 市立大根中学校エレベーター棟の増築に伴う建築基準法第５６条の 

 ２第１項の規定による許可について 

４ その 他 

５ 閉 会 
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事 務 局  【開会】 

部  長  【あいさつ】 

事 務 局  【会の成立報告、委員及び事務局紹介】 

事 務 局  【資料の確認】 

議  長  【傍聴人なし、輪番制で多田委員を会議録署名委員に指名】 

議   長   それでは、秦野市建築審査会条例第４条第１項「会長は、会議の議長となる。」との

規定により本日の議長は私が務めさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

議   長   はじめに、本日は傍聴人がいません。また、審議する案件等は、非公開事由に該

当しないことを報告いたします。 

それでは、会議録署名委員の指名をさせていただきます。 

本日の会議録署名委員は、輪番制で多田委員となっておりますので、よろしくお願

いします。 

議   長   それでは、会議次第により、進めていきたいと思います。 

  本日の議事は、同意案件３件です。 

      それでは、同意案件 ア 「秦野警察署東海大学駅前交番の新築に伴う建築基準法

第４４条第１項第２号の規定による許可について」 審議を始めたいと思いますが、

この件につきまして、申請者が神奈川県知事のため、浪貝委員に利害関係が生じ

ますので、審議及び採決にあたりましては、建築基準法第８２条の規定により、審

議等に加われないことになりますが、浪貝委員、よろしいでしょうか。 

委 員   そのように理解しております。 

議   長   ご理解を頂きまして、ありがとうございます。 

それでは、提案課である建築指導課から説明をお願いします 

建築指導課 議長（挙手） 

       それでは、本日の議事であります３案件について概要説明させて頂きます。 

１件目の東海大学駅前交番につきましては、小田急線の東海大学前駅、南口広場 

から外れた位置にあります交番を、広場内に移転するものです。現在の南口広場 

は、平成２０年６月１７日に供用開始されておりますが、当時より地元の商店会や 

自治会の方々から、移転の要望を頂いていたもので、広場の整備計画の段階から、 

将来の交番移転用地として確保されていた場所でございます。 

駅南口広場は、秦野市道９号線の位置づけがあり、道路内ということになりますの 

で、交番の建築にあたり建築基準法第４４条の許可が必要となったものです。 

２件目と３件目の案件につきましては、現在本市が最優先で進めている、中学校 

完全給食事業に関連するものです。市内には９つの中学校がありますが、本事業 
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建築指導課  を開始するためには、各中学校に給食運搬用のエレベーターが必要で、既に設置 

されている１校を除く８校に、今年度と来年度の２年間の計画で、設置が進められ 

ています。８校のうち、建築許可の対象となるのは、大根中学校のみで、大根中学 

校は、用途地域が第１種低層住居専用地域であることから、建物高さが１０メート 

ル、日影規制についても最も厳しい区域であり、既に建っている校舎においても高 

さ及び日影規制の許可をおこなっているもので、今回は再度の許可が必要となっ 

たものです。 

 以上、３本の許可案件の概要を説明させて頂きましたが、この後、担当より各案件 

の詳細につきまして、ご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

建築指導課  議長（挙手） 

建築指導課の富澤です。 

では、同意案件 アの「秦野警察署東海大学駅前交番の新築に伴う建築基準法第

４４条第１項第２号の規定による許可」につきまして、説明に入らせていただきます。

申し訳ありませんが、着座にて説明させていただきます。 

主にスクリーンで御説明いたします。 

申請地の位置を御説明いたします。申請地は、小田急線東海大学前駅の南口に 

ある、駅前広場内です。用途地域は「近隣商業地域」です。 

次に、法令の関係を御説明いたします。 

今回、交番が建築される駅前広場は、秦野市道９号線に認定されているため、道 

路内に建築することになります。 

建築基準法第４４条第１項本文では、『建築物、又は、敷地を造成するための擁壁 

は、道路内に、又は、道路に突き出して建築し、又は、築造してはならない。』と規 

定され、道路内の建築を原則として禁止していますが、同項ただし書きにおいて 

『次の各号のいずれかに該当する建築物についてはこの限りでない。』とされてい 

ます。 

そして、同項第２号において、『公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益 

上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を 

得て許可したもの。』が掲げられています。 

なお、建築基準法上は「巡査派出所」という名称ですが、建物名称は「交番」が使用 

されており、本件では両方の言葉が混在しますが、同じ意味であるとお考え下さい。 

それでは、建築計画の概要について御説明いたします。お手元の資料１－１とあ 

わせて御覧ください。申請者は、神奈川県知事です。敷地の位置は、秦野市南矢 

名一丁目３８番１１ほかです。用途地域は、近隣商業地域です。許容建ぺい率は、 

８０パーセント、許容容積率は、３００パーセントです。防火指定は、準防火地域で 
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建築指導課  す。主要用途は、巡査派出所です。工事種別は、新築です。敷地面積は１３２．２８ 

平方メートル。建築面積は、３９．６９平方メートルで、建ぺい率は３０パーセントで 

す。延べ面積は７９．３８平方メートルで、容積率は５８．８７パーセントです。構造 

は、鉄骨造・２階建です。最高の高さは、６．９６４メートル、最高の軒の高さは、６． 

１８６メートルです。抵触条項は、建築基準法第４４条第1 項です。申請の受付日 

は令和２年９月２５日です。スクリーンは交番が建築される駅前広場を示したもの 

です。黄色い枠内が、駅前広場です。現在の交番は、左下の緑色で示した場所に 

あります。写真が、こちらです。 

新しい交番は赤い四角の場所に建てられます。赤い点線の枠は、その敷地です。 

この場所は、当初の駅前広場の整備計画の段階においても、交番の移転予定地 

となっておりまして、そのため、現在は、歩道として使用されておりますが、こちら 

の写真のように、広い場所となっております。スクリーンは、交番付近の配置を示 

したものです。 

赤い部分が、申請建物の交番、（巡査派出所）です。点線の枠が、交番の敷地にな 

ります。２台の駐車場は、パトカー用です。給排水に関しましては、水色が給水管 

で、市道９号線の本管から引き込みます。 

黄色は汚水菅で、計画地前の市の汚水本管に接続されます。 

緑色は雨水管で敷地の北側にある市の雨水本管に接続されます。 

交番が建築された後に残る歩道の幅ですが、東側で６メートル、南側で５メートル 

あります。車椅子使用者の方の通行を含め、十分余裕がある幅員と考えられます。 

こちらは、交番の平面図になります。お手元の資料１－２とあわせて御覧ください。 

６．３メートル四方の大きさで、２階建てです。１階には事務室のほか、湯沸室等が 

あります。２階には、男女それぞれの休憩室、パトカー勤務室があります。こちら 

は、立面図になります。最高の高さは６．９６４メートル、最高の軒の高さは６．１８６ 

メートルです。 

次に、現地の様子を写真で御覧下さい。１枚目は北東側のペデストリアンデッキか 

ら見たものです。今は、広い歩道になっています。右側は駅に直結した小田急の 

テナントビル（小田急マルシェ）ですが、電車を利用する方は、主にこのビルの中 

の通路を利用し駅へ向かいます。 

交番は、この位置に建てられます。後ほど、許可規準のご説明をいたしますが、そ 

の中のひとつ、交番の建物により、見えなくなる信号や標識がないことが確認でき 

ます。交差点の見通しも十分と考えられます。 

２枚目は、南西側から見た状況です。この位置に建てられます。 

スクリーンの表は、秦野市の「法第４４条第１項第２号許可基準」の内容を整理した 
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建築指導課  ものです。お手元の資料１－３とあわせて御覧ください。 

基準の適合状況について順番に確認をして参ります。１の用途につきましては、 

(１)の巡査派出所に該当します。２の通行上の支障につきましては、さきほど、写 

真でご覧頂きましたが、(１)の、信号機・標識の効果、道路の見通しに支障はなく、 

(２)の、道路の円滑な通行も、交番を予定していた場所であるため、建築後も十分 

な歩道幅員が確保され、支障はありません。(３)につきましては、車道への突出は 

ありません。 

(４)につきましては、交番に面する建物はなく、避難の支障にはなってはおりませ 

ん。(５)は、バス停の規準ですので、今回、適用がありません。３の構造等につき 

まして、(１)の要件に対しては、準防火地域の規定に沿った構造とし、適正な排水 

処理がなされることから、防火及び衛生上の問題はなく、また、秦野市が指導する 

生活美観ガイドラインに沿った計画がなされるため、駅前広場の美観を損ねるも 

のではないと考えられます。(２)の要件に関しましては、対象となる側面建築物は 

ありません(３)の要件に対し、天井は、防火、排煙、換気等に支障がない構造とな 

っています。(４)の要件に対しては、鉄骨造であり、屋根、外壁には不燃材が用い 

られ、支障ありません。(５)の要件に対しては、構造計算により安全を確認しており 

ます。以上、すべて基準をクリアしております。 

最後に、許可相当と判断した理由について、御説明いたします。 

お手元の資料１－４とあわせて御覧ください。１つ目として、巡査派出所は公益上 

必要な建築物であり、地元要望により駅前広場の整備段階から場所が確保されて 

いたこと。また、計画内容が「秦野市建築基準法第４４条第１項第２号許可基準」に 

合致していること。 

２つ目として、車両の通行に関し、巡査派出所の建築による信号機及び道路標識 

の視界の妨げは無く、また、道路の見通しにも支障を来たさないと判断されること。 

３つ目として、歩行者の通行に関し、巡査派出所の建築後も、歩道は、５メートル以 

上の通行幅が確保され、車椅子使用者を含め、通行に支障を来たさないと判断さ 

れること。 

   以上のことから、本件につきましては、公益上必要な建築物で通行上支障がない 

と認められるため、建築基準法第４４条第１項の規定に基づく許可に関し、許可相 

当と判断いたしました。これで概要説明を終わらせていただきます。御審議のほど 

よろしくお願いいたします。 

議   長    ありがとうございました。 

提案課から現場の写真で説明をしていただきましたので、現場審査は省略してよ 

ろしいでしょうか。（異議無し） 
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議   長    それでは、現場審査を省略することとします。ただいまの説明について、何かご意 

見等はございますか。 

委 員   現場について、信号機等、交通に影響するものは無いと説明されたが、それは担 

当課の判断であって、見てきた人の判断でその様に言っている訳で、我々（委員）

は分からない訳です。現場に行っていないので。 

          今示された図面の中で、どこに信号機が設置されていて、どの信号機は支障が無

い、という論理でいかないとおかしいのではないかと思います。 

議   長   只今のご質問について、 本件が交通標識等の視界の妨げになっていないという

説明の補足を、担当課はお願いします。 

委 員   まずは信号機等の位置を教えて下さい。 

建築指導課  説明資料が無く、申し訳ありません。 

         信号機はロータリーのこの位置にあります（図を指して説明）。 

         資料１－１の住宅地図をご覧ください。（図を指して）この位置に信号がありますの

で、ロータリーは一方通行で、出入り口から見た場合も視界を妨げることはありま

せん。 

委 員   わかりました。その様に示して頂ければ分かります。 

議   長   よろしいですか。では見通しについては問題が無いということで。 

   その他にございませんでしょうか。 

委 員   現在は非常に広い場所で、駅の周辺という事で通行量も多いと思いますが、この 

交番が建つことで人の流れが多少変わるかもしれないですね。例えば大きな災害

等があった場合に、特にそれが障害になるといった事はないですか。地震などが

あって、駅から避難してくる人の流れの障害になるといった懸念は無いのでしょう

か。 

建築指導課  現在は確かに広場となっていますので、交番が建つことによって歩道は少し狭くな

りますが、５メートルという幅員がございますので一般の通行には支障が無いと考

えております。 

 災害時については、建物に側面建築物があるとそういった懸念がありますが、今

回はそれもありませんので避難する際に支障になるといった事は無いと考えてお

ります。 

委 員   問題が無いという事ですね。 

建築指導課  そうです。 

議   長   よろしいでしょうか。その他に何かございますか。 

         他に意見が無いようであれば、本件については、同意と言うことでよろしいでしょう 

か。（異議無し） 
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議   長    それでは、同意ということで市長に報告することといたします。 

            それでは次に、同意案件 イ 「市立大根中学校エレベーター棟の増築に伴う建築 

基準法第５５条第３項第２号の規定による許可について」の審議に入ります。 

浪貝委員は、ここから審議に加わって頂くようお願いします。 

それでは、提案課の説明をお願いします。 

建築指導課  議長（挙手） 

         説明の前に、大根中学校エレベーター棟の増築につきましては 案件 ウ 建築基 

準法第５６条の２第１項の規定による許可についても、あわせてご説明をさせてい 

ただいてよろしいでしょうか。 

議   長   わかりました。それでは同意案件 ウ 「市立大根中学校エレベーター棟の増築に 

伴う建築基準法第５６条の２第１項の規定による許可について」 も、あわせて説明

をお願いします。 

建築指導課  まず、計画の概略をご説明いたします。 

本件は、新たにはじまる中学校給食に向け、秦野市立大根中学校にエレベーター

を設置するものです。スクリーンは大根中学校の配置図です。赤く示した位置が、

今回、エレベーターの設置が計画されている場所です。写真で見ますと、こちらの

場所になりますが、このように設置されます。 

ここで、秦野市が進めている「中学校完全給食推進事業」について、簡単に触れて 

おきたいと思います。 

社会経済環境の変化により、お弁当の準備が困難な家庭が増える中、全国の９０

パーセントを超える中学校で給食が実施されています。 

   秦野市でも、保護者の代表や関係課による検討が重ねられ、子供たちの心身の

健全育成、保護者の負担軽減、地域振興などの観点から、 中学校給食を開始す

ることになりました。 

給食を生徒に提供する方法は、給食センターで調理を一括して行い、各学校へ届 

けるセンター方式が採用されました。令和３年１２月の開始に向けまして、給食セ 

ンターの整備や、各学校に給食運搬用エレベーターを設置する工事が、進められ 

ています。 

         参考に、既にエレベーター工事が進められている南が丘中学校の様子です。では、

今回、許可が必要となります【高さ制限】と【日影規制】につきまして、簡単にご説明

いたします。まず、【高さ制限】からご説明いたします。建築基準法の第５５条に、

建築物の高さは、都市計画で定めた高さを超えてはいけないと規定されています。

本市においては、大根中学校がある第１種低層住居専用地域で、１０メートルまで 

  と定めています。こちらは、エレベーターが設置される校舎の立面図になります。
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建築指導課  高さが約１５メートルあるため、昭和５４年に許可を受けて建てられました。今回、 

この校舎に増築するため、再度、許可が必要になります。高さの制限に対し、建 

築基準法第５５条第３項第２号の規定で、『学校その他の建築物であって、その用 

途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの』は、適用しないと 

されております。 

許可にあたりましては、建築審査会の同意が必要になります。 

大根中学校では、昭和４９年の教室棟①を皮切りに３棟の校舎と体育館が、この高 

さ制限の許可を受け、建てられました。 

次に【日影規制】についてご説明します。 

建築基準法では、冬至の日の８：００～１６：００の間に、日影を隣地に落としてよい 

時間の長さを制限しています。 

対象となる建物の高さや、日影の制限時間は用途地域により異なり、大根中学校

がある第１種低層住居専用地域は、軒の高さが７メートルを超えるか、又は３階建

て以上の建物が対象となります。大根中学校は４階建てなので、日影規制の対象

となります。 

また、日影の制限時間は、敷地境界線から５メートルと１０メートルの間は３時間ま

で、１０メートルを超える部分では２時間までと定められています。 

以上が日影規制の概要になります。 

 

建築指導課  ここで、大根中学校の建築経過をご説明します。 

最も古い４階建ての教室棟①が建築されたのは昭和４９年で、まだ、建築基準法

では、日影に関する規制がありませんでした。４年後の昭和５３年に日影規制が施

行されると、教室棟①の日影は規制時間を超えていたため、その後、他の建物を

増築する場合には許可が必要になりました。 

昭和５４年に増築された、今回、エレベーターが設置される４階建ての管理教室棟。

昭和６１年の３階建ての教室棟２と付属建物。平成４年の体育館、平成２７年の防

災備蓄倉庫を増築したとき、いずれも許可を受けています。 

許可については、建築基準法第５６条の２第１項において、『特定行政庁が土地の

状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意

を得て許可した場合』には、この限りではないと規定されています。 

それでは、計画についてご説明します。スクリーンをご覧ください。 

申請地は、小田急線東海大学前駅の南西約０．６キロメートルに位置し、第１種低 

層住居専用地域内にあります。 

計画の概要につきましてご説明いたします。 
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建築指導課  申請者は、秦野市長です。敷地の位置は、秦野市南矢名４丁目１５６番地。市立大 

根中学校です。用途地域は第１種低層住居専用地域です。許容建蔽率は５０パー

セント、許容容積率は１００パーセントです。 

防火指定は、ありません。主要用途は、中学校で申請部分はエレベーターです。 

工事種別は増築で、棟別でも増築となります。敷地面積は、１７，３４３．９７平方メ 

ートル、建築面積は、申請部分が１２．４８平方メートル、合計で４，０９９．２２平方 

メートル。延べ面積は、申請部分が４９．９２平方メートル、合計で９，６６４．７４平 

方メートル。 

構造は鉄骨造で、階数は４階です。最高の高さは、増築するエレベーターが１５．１ 

５メートル既存校舎が１５．４メートルです。最高の軒の高さは、エレベーターが１４． 

５６２メートル既存校舎が１５メートルです。 

抵触する条項は、「高さ制限」の建築基準法第５５条第１項と、「日影規制」の第５６ 

条の２第１項の二つです。申請の受付は、令和２年８月２４日です。 

   では、配置図についてご説明いたします。 

お手元の資料２－１の右側にも配置図がございます。敷地は東側で市道６６号線 

に接道しています。敷地内には、校舎３棟と体育館、格技棟などが配置されており、 

今回申請のエレベーターは、赤く示した場所になります。 

給食を積んだトラックは、エレベーター付近まで乗り入れ、ワゴンの状態で下ろし

ます。こちらは、使用するワゴンの写真です。１台に４クラス分の給食が乗り、重さ

は約４００キログラムです。 

渡り廊下や、一部、階段を通って各教室へ届けられます。スクリーンは平面図です。

こちらは１階です。廊下に面する外壁に開口を設け、エレベーターと繋いでいます。

エレベーターの利用は廊下側からとなります。幅は２．７６メートル、奥行は４．５２

メートルです。２階です。１階と同様に廊下に接続されています。３階です。こちら

も廊下に接続されています。４階です。４階も同様です。 

先ほどもご覧いただきましたが、上は東側から見た立面図、下は北側から見た立 

面図になります。接続する校舎の高さは１５．４メートルで、増築するエレベーター 

は、若干低く１５．１５メートルです。こちらは、エレベーターが設置される場所の写 

真です。設置場所を北側から見た写真です。エレベーターはこのように建てられま 

す。２枚目は、東側から見た写真です。エレベーターはこのように建てられます。 

では、ここから日影の状況についてご説明いたします。 

スクリーンは、エレベーターを増築する前の、現在の日影の状況です。 

敷地境界線から５メートルと１０メートルの間には３時間未満しか日影を落とすこと 

ができませんが、オレンジ色に着色した部分は、それ以上、日影になる部分です。 
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建築指導課  また、１０メートルを超える範囲には２時間未満しか日影を落とすことができませ

んが、緑色に着色した部分は、それ以上、日影になる部分になります。 

着色した日影部分の大半は、まだ日影規制の無い、昭和４９年に建てられた、教 

室棟１によるものです。 

ここに、今回のエレベーターを増築した後の日影図を重ねてみました。 

変化が見てとれませんが、日影が若干増加しており、その部分を拡大します。矢 

印の先の黄色いところは、今回の増築で、規制の３時間以上、日影となる場所が、 

少し増えるところです。 

面積は、約１．３平方メートルで、畳１枚に満たない程度の広さです。 

現地の写真に日影を落とすとスクリーンのようになります。 

再び、拡大図に戻りまして、緑色の矢印の先で示した部分は、２時間を超えて日影 

となる場所が、増築により増える部分ですが、ここは、規制のかからない、隣地境 

界線から１０メートル以内の場所に収まっています。エレベーターの増築により、 

わずかに不適格の日影時間の増加がありますが、この場所は、隣地福祉施設の 

広い実習農園と通路の一部であることも考え合わせ、周囲の居住環境を著しく害 

することとはならないと考えます。 

以上、計画内容をご説明してきましたが、次に、許可相当と判断する理由を説明さ 

せて頂きます。資料２－４と併せてご覧下さい。 

まず、法第５５条の高さ制限の許可相当理由です。 

一つ目としまして、本件は、中学校における生徒の健全育成を目的として、本市に 

おきましても総力を挙げて推し進めている、学校給食事業の一環であり、給食用ワ 

ゴンを教室まで運搬するために、エレベーターは不可欠であること。 

二つ目としまして、既存校舎は、昭和５４年３月２３日に、既に許可を受けて建築さ 

れたものであり、この校舎に設置するエレベーター棟も、校舎と同様に高さの限度 

を超えることはやむを得ないこと。 

これらのことから、設置されるエレベーターは、『学校その他の建築物であって、そ 

の用途によってやむを得ない』計画であると認め、許可相当と判断します。 

続きまして、２つ目の許可、法第５６条の２【日影規制】の許可相当理由をご説明い 

たします。 

まず、許可規準の適合状況を確認しておきたいと思います。資料２－５も併せてご 

覧下さい。 

基準１の、既存建物の日影が隣地に及ぼしている影響につきましては、隣地福祉 

施設の駐車場、通路、実習農園の一部に不適合な日影が生じているものの、著し 

く周囲の生活環境を阻害するものではないと考えられます。 
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建築指導課  基準２は、増築部分の日影が法律に適合しているかどうかですが、エレベーター 

棟単体では規制内に収まっています。 

基準３は、（１）又は（２）のどちらかへの適合が求められるものですが、本件は（２） 

の方に、敷地境界線から１０メートルを超えた範囲において、不適格な２時間の日 

影の増加はなく、かつ、周囲の居住環境を著しく悪化させるものではないため、適 

合しています。それでは、許可相当理由についてご説明いたします。資料２－６も 

併せてご覧下さい。 

１つ目は、建築物の用途が学校であり、中学生の健全育成を目的とした学校給食 

事業であること。２つ目に、不適格な日影の増加があるが、増加面積の約１．３平 

方メートルは、周囲の居住環境を著しく害するものではないと判断されること。 

３つ目は、さきほどの「建築基準法第５６条の２ただし書許可の取扱い基準」に合

致していること。 

以上のことから、本件につきましては、周囲の居住環境を害するおそれがないと

認め、許可相当と判断いたしました。 

これで概要説明を終わらせていただきます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。 

こちらについても現場審査は省略してよろしいでしょうか。 

（異議無し） 

それでは、現場審査を省略することとします。 

ただいまの説明について、何かご意見等はございますか。 

委 員   既存のものに取り付けるという事で、特に意見はありません。 

委 員   市内の中学校が全部で９校ということは、今後も同様の許可申請が出てくるので 

すか。 

建築指導課  許可が必要なものは本件のみになります。 

議   長   他にありませんか。 

他に意見が無いようであれば、こちらの２件については、同意と言うことでよろしい

でしょうか。 

（異議無し） 

それでは、同意ということで市長に報告することといたします。 

では、以上を持ちまして本日の議事は全て終了となります。 

それでは本日の議事は終了させて頂きます。 

事 務 局  【事務局より事務連絡】 

議  長  【閉会】 


